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○林業用種苗生産事業者の登録……………………（森林経営課）４
　　　公　　　告
○大規模小売店舗の新設に関する届出に対する市
　町村の意見…………………………………………（商工政策課）４
○土地改良区の役員の退任の届出…………………（農村整備課）４
○都市計画の変更図書の写しの縦覧………………（都市計画課）５
　　　選挙管理委員会告示
○令和３年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議
　員選挙に係る候補者の選挙運動に関する収支報
　告書の要旨……………………………………………………………５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　規　　　則
○宮崎県統計条例施行規則の一部を改正する規則…（統計調査課）１
○補助金等の交付に関する規則の一部を改正する
　規則………………………………………………………（財政課）２
　　　告　　　示
○生活保護法に基づく医療機関の指定……………（福祉保健課）４
○身体障害者福祉法に基づく医師の指定…………（障がい福祉課）４
○民有林の保安林の指定解除………………………（自然環境課）４

規　　　　　則

　宮崎県統計条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和４年３月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第11号
　　　宮崎県統計条例施行規則の一部を改正する規則
　宮崎県統計条例施行規則（令和２年宮崎県規則第17号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（調査票情報の適正な管理）
第８条　条例第13条第１項（同条第２項において準用する場合を含
　む。）に規定する規則で定める措置は、次の表の左欄に掲げる区
　分に応じ、同表の右欄に掲げるものとする。

　（調査票情報の適正な管理）
第８条　条例第13条第１項（同条第２項において準用する場合を含
　む。）に規定する規則で定める措置は、次の表の左欄に掲げる区
　分に応じ、同表の右欄に掲げるものとする。
　［略］
その他の
管理措置

１　調査票情報の取扱いに関する業務を委託しよ
　うとするときは、あらかじめ、当該委託を受け
　ようとする者及び当該委託を受けようとする者
　において調査票情報を取り扱うこととなる者が
　、次に掲げる者に該当しない者であることを確
　認すること（当該委託を受けようとする者にお
　いて調査票情報を取り扱うこととなる者にあっ
　ては、(３)及び(４)を除く。）。
　(１)　統計法（平成19年法律第53号）若しくは
　　個人情報の保護に関する法律（平成15年法律
　　第57号）若しくはこれらの法律に基づく命令
　　又は条例若しくは宮崎県個人情報保護条例（
　　平成14年宮崎県条例第41号）若しくはこれら
　　の条例に基づく規則（以下「関係法令」とい
　　う。）の規定に違反し、罰金以上の刑に処せ
　　られ、その執行を終わり、又は執行を受ける
　　ことがなくなった日から起算して５年を経過
　　しない者

　［略］
その他の
管理措置

１　調査票情報の取扱いに関する業務を委託しよ
　うとするときは、あらかじめ、当該委託を受け
　ようとする者及び当該委託を受けようとする者
　において調査票情報を取り扱うこととなる者が
　、次に掲げる者に該当しない者であることを確
　認すること（当該委託を受けようとする者にお
　いて調査票情報を取り扱うこととなる者にあっ
　ては、(３)及び(４)を除く。）。
　(１)　統計法（平成19年法律第53号）、個人情
　　報の保護に関する法律（平成15年法律第57号
　　）、行政機関の保有する個人情報の保護に関
　　する法律（平成15年法律第58号）若しくは独
　　立行政法人等の保有する個人情報の保護に関
　　する法律（平成15年法律第59号）若しくはこ
　　れらの法律に基づく命令又は条例若しくは宮
　　崎県個人情報保護条例（平成14年宮崎県条例
　　第41号）若しくはこれらの条例に基づく規則
　　（以下「関係法令」という。）の規定に違反
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　　し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終
　　わり、又は執行を受けることがなくなった日
　　から起算して５年を経過しない者
　(２)～(５)　［略］
２・３　［略］

　(２)～(５)　［略］
２・３　［略］

　　　附　則
　（施行期日）　
１　この規則は、令和４年４月１日から施行する。
　（経過措置）　
２　この規則による改正後の第８条の規定の適用については、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法
　律第37号。以下「整備法」という。）附則第２条第１号の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15
　年法律第58号）若しくは同条第２号の規定による廃止前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第59号
　）又はこれらの法律に基づく命令の規定（整備法附則第71条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を
　含む。）に違反し、罰金以上の刑に処せられた者及び整備法附則第３条第８項から第11項までの規定により罰金以上の刑に処せられた者
　は、整備法第50条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）又は同法に基づく命令の規定に違反し、罰
　金以上の刑に処せられた者とみなす。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　補助金等の交付に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和４年３月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第12号
　　　補助金等の交付に関する規則の一部を改正する規則
　補助金等の交付に関する規則（昭和39年宮崎県規則第49号）の一部を次のように改正する。
　別記様式第１号を次のように改める。
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　別記様式第３号中「㊞」を削る。
　　　附　則
　この規則は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度の予算に係るこの規則による改正後の補助金等の交付に関する規則に基づく補助
金等から適用する。

告　　　　　示

宮崎県告示第 179号
　生活保護法（昭和25年法律第 144号）第49条（中国残留邦人等の
円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶
者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により、
医療扶助及び医療支援給付のための医療を担当させる機関を次のと
おり指定した。
　　令和４年３月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 180号
　身体障害者福祉法（昭和24年法律第 283号）第15条第１項の規定
により、身体障害者手帳の交付申請に要する診断書を作成する医師
を次のとおり指定した。
　　令和４年３月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 181号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第26条の２第１項の規定により
、次のとおり民有林の保安林の指定解除をする。
　　令和４年３月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　解除に係る民有林の保安林の所在場所　えびの市大字末永字中
　原3533・3535・3557・3562－１から3562－６まで・3562－９・35
　62－10・3562－12・3562－15・3562－16・3569－５・3893－４（
　以上16筆について次の図に示す部分に限る。）、3502－２から35
　02－４まで、3502－６、3502－８、3502－９、3502－11、3502－
　12、3502－15、3549、3562－11、3569－４

名　　称 所　　在　　地 指定年月日

安賀多デンタルク
リニック

延岡市安賀多町２－６
－４

令和４年２月18日

訪問看護ステ－シ
ョンｃｏｃｏｒｏ
美

都城市上長飯町58号13
番地

令和４年２月18日

医師の氏名
従事する医療機関

診療科目 指定年月日
名　称 所在地

入佐　浩史 宮崎県立日
南病院

日南市 小児科 令和４年３
月１日

小牧　優里 宮崎県済生
会　日向病
院

門川町 内科 令和４年３
月１日

２　民有林の保安林として指定された目的　風害の防備
３　解除の理由　指定理由の消滅
　（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県環境森林部自然環境
課及び宮崎県西諸県農林振興局並びにえびの市役所に備え置いて縦
覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 182号
　林業種苗法（昭和45年法律第89号）第10条第３項の規定により、
次のとおり林業用種苗生産事業者の登録をした。
　　令和４年３月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

登録

番号

生産事業者の氏名

又は名称及び住所

生産事業の内容 事業所の名称

及び所在地　種穂 苗　木

1399 川上木材株式会社
宮崎県日向市大字
塩見字泉 12371番
地１

採取 幼苗の育
成、幼苗
以外の苗
木の育成

川上木材株式会社
宮崎県日向市大字
塩見字泉 12371番
地１

公　　　　　告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という
。）第８条第１項の規定により、宮崎市から意見を聴取したので、
当該意見を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。
　　令和４年３月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　（仮称）ドラッグコスモス恒久店
　　宮崎市大字恒久字柳篭 767番２　外
２　意見の対象となった届出、届出事項及び届出年月日
　　法第５条第１項の規定による届出
　　大規模小売店舗の新設
　　令和４年１月11日
３　意見の概要
　　意見なし
４　意見を記載した書面の縦覧場所及び期間
　⑴　場所
　　　宮崎県商工観光労働部商工政策課、宮崎県西臼杵支庁総務課
　　、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城
　　県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務
　　事務所総務商工センター
　⑵　期間
　　　令和４年３月17日から令和４年４月18日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により
、長田土地改良区（三股町）の役員の退任について次のとおり届出
があった。
　　令和４年３月17日
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　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
退任した役員

宮崎県選挙管理委員会告示第９号
　令和３年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙に係る候補
者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨について、公職
選挙法（昭和25年法律第 100号）第 192条第１項の規定により、次
のとおり公表する。
　　令和４年３月17日
　　　　　　　　宮崎県選挙管理委員会委員長　茂　　　雄　二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用
する同法第20条第１項の規定により都市計画の図書の写しの送付を
受けたので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項
の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。
　　令和４年３月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　都市計画を定める者の名称
　　日南市
２　都市計画の種類及びその名称
　　南郷都市計画ごみ焼却場
　　南郷町清掃センター
３　縦覧場所
　　宮崎県県土整備部都市計画課
　　宮崎県日南土木事務所

役　　名 氏　　名 住　　　　　所

理 事 松　山　茂　忠
北諸県郡三股町大字樺山4532番地
３

選挙管理委員会告示
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